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第31回全国総会・交流集会への代表委員会報告

事故発生から6年8か月一「転換期」を迎えた福島を考える

2017年11月 19日 (日 )JII崎市「サンピアンかわさき」
原発問題住民運動全国連絡センター筆頭代表委員・伊東達也

I、 深刻な事態に直面する福島

1)、 10万人以上が故郷に帰れない
0201μ認月1日 までに避難指示区域等のあった12市町村のうち10市町村で帰還宣言 (帰還困難区域は除く)が
出されたが、10万人以上の人が故郷に帰れないでいる
*政府は帰還宣言が出て「避難者数」が激減 (「201鷲p月 :79,446人」から「7月 :57,538人」へ)したと
数
:それは避難先で自宅を確保した人や復興住宅・公的住宅に入居した人、避難区域外から避難した (自 主
避難)人、また旧緊急時避難準備区域から避難した人々を避難者人数から除外してしているからである

*政府の避難者人数は被害の実態を正しく反映していない
○被害の実態を少しでもよく示すのは「故郷に戻つていない人数」ではないか
*避難指示区域(避難指示解除準備区域、居住制限区域、帰還困難因明 と旧緊急時避難準備区域のあった12市
町村全体で故郷に戻つていない人数は、201μ印月時′点の住民登録数131,619人の63.7%に当たる83,887人

*6年間の避難生活の中で住民登録を移した人もいれば死亡した人もいるので、さらに実態をよく示すのヤ20
11年3月 との対比であろう
:20111円月11日 時点の12市町村の避難区域に住んでいた住民登録総数は147,475人。その67.6%に当たる99,743

人が故郷に戻つていない
:これ1劫日えていわゆる「自主避難者」は201μ円月で支援が打ち切られるまで2万人を越しており、その
うち何%の人が故郷に戻つているか公表されていない。もし50%であれば、故郷に戻つていない人は11

万人前後

2)、 放射性廃棄物中間貯蔵施設の見通 しない
○環境省は事故群印ヵ月を経過しながら現在なお、放射麟 物中間貯蔵施設についてリアルな説明責任を果
たしていない
*環兜れま「中間貯蔵施設は、福島県内の除染にともない発生した土壌や廃棄物等を最終処分するまでの間、
安全に集中的に貯蔵する施設として、東電福島第一原子力発電所を取り囲む形で、大熊町・双葉町に整備
する」としている

*「安全に集中的に貯蔵する施設」という表現があるだけで、中間貯蔵施設の建設、放射疇 物の搬入、
保管が安全に実施されることなどに、住民が納得する説明はされていない

*「最終処分するまでの間」として「30年間」が示され、「県外最終処分」とされているが、住民が納得す
る内容は示されていない
:放射能濃度が「30年間で約鑑 1に低減」すること、①「鋤 ,②「イビ利四駒 、③「熱処理」の技術で
減容化すること、その発生量は約1,600万m3～2,200万 m3(東京 ドームの約13～18倍)と されるが、これら
の内容について、住民が納得する説明は示されていない

:「県外最終処分」についてはなにも説明されていない

3)、 廃炉作業の見通 しない
○熔融燃料 (デブリ)の実態が6年たってもつかめず、どのようにして取り出すかも確定できないでいる

*2017q円月発表の4回目の「中長期ロードマップ」で取り出したデブリの「処理 0処分」については「第 期・
2021年12月 以後」と書いているが、その見通しや処分場の説明はない

*建屋内プールにある1～3号機の使用済み燃料の取り出しも、203号機が「2023年度目処」と3年も先送り
*政府が発表した「廃炉完了30年～40年」はとても現実性はない

41、 空前絶後の惨事はいまも続いている

Ⅱ、「転換期」を迎える福島

1)、 「福島切り捨て」へ舵
○深刻な事態に直面する福島であるにもかかわらず、原子力災害の加害者である政府、東京電力は「福島切り
捨て」に舵を切つている
*政府岬 示区域等の解除と合わせて賠償等の打ち切り
*福島県は「自主避難者」への住宅無償提供の打ち切り
*原子力規制委員会は柏崎刈羽原 6・ 7号機の新規制基準の適合性審査ヤ劫日え、東電の「事業者」としての
「適格l■」を問うたが、審査経過に反して一転、東電の「適格l■」認める

*東電は柏崎刈羽原 6・ 7号機の再稼働に軸足を移す
:福島大参事を起し、事故後の緊急諸対策も全うせず、柏崎刈羽原 6・ 7号機の

― などはありえない
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○福島第■原発の原子力災害に直面しても、安倍政権は原発推進政策と

"ク
ル政策の検証を行わず、その推

進を堡象こと宣華――このこと自4/J｀ 昨鴨切り捨て」

2)、 政府と東電は福島第一原発災害の加害責任を認め、被災者・被災地対策、事故収東対策に真摯に取り組
むこと

○政府と東電は福島第■原発災害の加害責任を率直に認め、根本的な反省にもとづいて、被災者・被災地対策、事故
収束対策に真摯に取り組むこと魯改めて要求

Ⅲ、山積している課題

1)、 リアルな住民割護蒟査にもとづく支援策を
○福島大学は9月 6日 l等寝桓靭嘔割穫せ薄寿蓄調査を発表

*広婿町を除く7町村の2万

“

821野都硼職為 1万10811端初 らヽ回答
*その主なものについて
<現在の職業は>職 ・55.5%、 C正規の職員・従業員…20.6%、 Cパート・アノL/バイ トー6.9%
<生活の困りごとは>健康と介護…53.4%、 C生活費…35。 3%、 C人間関係…34.9%、 C粒事や事業…25.2%、

⑤住居…23.%、 C家族関係・・・21.4%
<今後の生活について>①あるけ ・・40.5%、 ②とても不安二33.8%、 ③どちらともいえなしヽ・・10.5%
<不安なこと、つらいことが浩Jを超えた回答>原発の廃炉までに事故が起きない力い。71.4%、 ②中間貯蔵施設 0

廃棄物施設の安全l■
・・・70.3% ③地域のつながり、交流が薄くなつた…74.9%、 C長年の友人・知人などのつ

ながり、交流が薄くなつた…72.1%
〇以上のアンケートからでも何を、どのようにしなけれ ずならない力功`見えてくる。 しかし、国はこれまd耐 る
かどうかなどに関するアンケートに取り組んできたのに、こうし剤師動 を行っていない
*第‐に、帰った人 へ々の調査ハ醒

:帰った人々が何に困り、何を望んでいるのかを、国が改めて調査する必要があるのではない力、 これらの調査
のもとに、対応策を自治体と■緒に作り上げることが大切ではない力、 この対応策の実施は、現在帰りたいと
考えている知 刈予れる硼 性を開くことにもなる

*第二に、帰れない人 へ々の調査ハ醒
:復興庁 0県・市町村による意向調査によれよ 「戻りたしNと答えた人|シツ

“

粥月lJ鵡 し月 1附謬

"23.9%、 飯舘村で器.5%、

…

17.5%、 富岡町で16.0%
:と ころ力ヽ 力朔後の明現伝 戻つた人IJI隈町うシ2.0%、 鋼樹動泊。1%、 浪江町が1.9%、 富甜リジ。3%1蠅
ぎなしゝ 戻りたいと答え脚 沌壼涙れなしつ力ゝ

:帰れない人々の生活実態はど晰硼 も把握していないのではない力、ここでも国による丹念な調査が必要
ではないれ そこから帰れない理由もわか翻よ 政府が避難者を受け入れている全国の自治体と■緒になつて
どんな対応を取るべきかも明ら力ヽこなるのではないか

*第二に、福島に住み続けている人べ,難あ調泌要
:すでヤ鍛 l撫きに等しし薄唯となっているが、      施策的 颯 より望まれる
:事故後子どもの体力低瑚 噺卸嬰動獅 されたがその後の関係者の取り組み強化で改善されつつあるとみら
れている。しかし、成人になった際の影響を心配する声も多し、また、        消縮iされアルコー/L/

は 聞郎私 自殺、そして震災関連死の増加がFntと なってきたD県民世論調査では将来の健康不安を心
配する人が多し、 こうした問題についての長い対応策が求められている。
:事故時18歳未満者への甲状腺検診によつてがんが発見された人をはじめとして生涯にわたっての健康を,こ酒己
する県民の声も大きしゝ 少なくとも、事故時18歳未満の県民が今後、健康診断を受けたいという希望者に|よ

生涯どこでも、いつでも無料で対応できる仕組み作りが大切ではなし功ヽ
*なお、「自主避難者」については「第■」 第二」の調査対象に当然含まれるが、「自主避難者」が原発事故
による避難者である3‐・晴は変わらないという認識が必要

a、 全1中 と安全引廃炉作業はり暫却嘘層≧・安心な暮らしの大前提
○第二原発の再稼働は県民にとってあり得ないことであり、廃炉を決定しないままでの存在そのものが、帰還したい
期 誨 なし班抽

―○第■原発の廃炉作業を長期にわたつて安全に行うためには、働く人々の安定した身分保障と被ばくの園粛助湘
剣牛
*現在の何重にもわたる下請方式をやめ、東電の動 や責任

…

などによる直接雇用の実現が必要では
ないか

*健劇問醤0よ 在職中から退職後まで鉾 貫したい でゞきる「福島      ばくイコ警到長(仮D」
を国と東電の責任で交付して、助 な蜘 鬱 できるような仕組みづくリカ泌要

Э、被害が続く限り賠償される仕組みづくり
○放射能公害による損害は極めて長期間にわたる。東電は「損害がある限り支払います」というが、証明するのは被
害者とされるため損害があっても泣いている県民は多し、 リフがあるものが勝つ」方式でない仕組みづくりが求め
られる

O損1劃離卦σ蝶謳所訟で同暗向欄まきわめて憮 がヽ、前閥曜顎3月 )、 千卿朋表(9月 )、 福識  (10月)でコ(笏纏駒ゞ
決めた「中間指針」を超える判決が続いている。このフ点Q測額 の新たな枠組み作りが必要

(4)
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41、 存続の危機にある自治体への特別な支援
○福島では原発事故が浜通り地方にあまりにも急速で極端な人口減少をもたらした
*町民が納める税金ではとても町の維持はできない。「広域的な合併が必要」といわれるが、現在帰還して住
んでいる人々の多くは高齢者であり、それでなくても最も行政の支援を必要としている人々が多く、広域的
合併は広域的な荒廃をもたらす危険l■をはらんでいる

*これらの自治体を存続させるためには、国や県による特別な支援策が必要
*国も県も、原発立地と原発推進を「地域発展の要」として住民に呼びかけて(押し付けて)き た責任がある

Ⅳ、原発ゼ ロヘの展望

1)、 国民世論に背を向ける安倍政権
○政府は、福島第一原発事故の検証もなく、原発推進政策の検証もないままに原発再稼働と核燃料サイクル政策
推進に前のめり。しかし、国民世論は多数が反対

○国民意識は「3.11事的 によって大転換し、今もその途上にある
*原発事故がい力ヽ こ深刻、長期にわたる被害をもたらすかを知ったこと
*安全神話が崩壊して「原発大事故 次も日本 !?」 を誰も否定できなくなつたこと
*原発が動かなくとも電力供給に支障がないことを体験したこと
*原発は安いどころか最も高くつくことが国民の常識になりつつあること

○こうしたことに確信を持ち、一層広げていくことが大切

2)、 高レベル放射性廃棄物処理処分の見通 しない原発再稼働はありえない
○政府は高レベル放射田廃棄物の      定に向けて「科学的特l■Vップ」を公表

*日本列島の三分の二を「好ましい」 (全1718自治体のうち約1500自治体が該当。輸送の面で好ましいとされ
た海岸から20キロ該当は約900自治体)と している

*地球深部は未知の部分が多いが、「科学的特性マッカ は現在の科学の到達点さえ反映していないずさんな
もの

*今もつづく核のゴミ問題説明会の「やらせ」」
○もともと「トイレなきマンション」のまま原発開発に見切り発車した政府と電力会社の歴史的責任が改めて間
われる問題
*この問題は、原発再稼働でも改めて問われる問題

3)、 原子力規制委委員会 (規制∋ 発足の5年の罪悪
○「規制委」設置法成立(201376月 )と合わせて原子炉等規制法が改訂され、原発の「原則40年運転」「特例60

年運転」を初めて法令化
*事故直後のドサクサにまぎれて、原発再稼働の道を法的に開く
*「規制委」は成立時から、実質上、原発の推進の任務を背負わされる。名は「規制委員会」だが、実体は
「推進委員会」
:規制庁関係者は原発の「願 l140年運転」 「特例60年運転」を「原子力の新たな規制」と言つてはばからな
い

○国際原子力機関(IAEA)の原子力規制委機関の国際基準から大きく逸脱した「規制委」
*福島第=原発事故後に、環境省の外局として「規制委」、その事務局として「規制庁」力輝勤れ、「規制委」
は三条委員会として独立l■が高いとされたが、実体は原子力の「推進」に責任を負う機関であり、国際基準
からは大きく逸脱

○日本には、国際基準にもとづく原子力規制機関は存在しなかったし、現在も存在しない
○「規制委」の適合性審査の新規性基準は福島第一原発事故の再発防止の保障にはならない
○「規制委」は事故を起こした東京電力について「事業者」としての「適格l■」認定

4)、 「原発依存」が招いた日本のエネルギニ、経済の大きな歪み
○「原発依存」は日本の再生可能エネルギー開発を大きく阻害
*当初は風力発電技術などで世界をリードしながら現在は世界から著しく遅れる

○「原発依存」は日本経済を大きく歪める
*「原発依存」が大きいほど電力会社の経営を歪める
*「原発依存」の歪みは「東芝解剛 に象徴的に示される

○「原発依存」から再生可能エネルギーヘの転換
*日本列島の特徴を組み尽くす再生可能ネルギー開発ヘ
*自治体を軸とするローカルエネルギーネットワークの構築

5)、 日本の原子力政策、福島原発事故、原子力災害対策の検証
○日本の原子力政策、事故原因、損害賠償など災害対策の抜本検証は不可欠
*「事故対応費21.9兆円」をめぐって

:「原賠・廃炉」機構の事故対応費の枠組みは、基本は東電の請求にもとづいて国が同機構を通じて東電に
交付し、東電が被害者に支払う

:国からの交付額は東電と他の原子力業者が丁般負担金として東電は糊 IJ負担金としても返済
:この負担金について、同機構は事故対応費は本来、事前に措置すべきものであったが、それを怠っていた
から事後分として電気料金で「後取り」するというもの  :これは、「怠っていた」のではなく、国が
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:これは、「怠っていた」のではなく、国が原子力損割賠厠御糞捌収 原子力災害の被害額の試算を行い、それ
が当時の国家予算相当額であることを承知しながら、国会審議でもその事実を隠蔽して、措置額を「1事業者当
たり50億円(I財コ.2∞億円)」 と意図的に低額にした歴史的「詐欺行為」が背景にあり、この社会的責任が改め
て問われるもの

*事醐敏打波貨の嘩葡帖罰りまなしMDi       浙予bれる無療爾Й瑞JI製見在も続く
○日本の原発開発は「国策民営」という国と電力会社が責任をなすり合う無責任体制で推進‐―今もこの延長線上に
ある

61、 北朝鮮のロケット攻撃の格好の目標は日本ヴ嗜涯詠つ聯
○万が一にもロケッド酵れこ「れ ま 日本列島の麟 カ
○酢相灘え瑞議馴欝部に珈盟決意し、米口中に 膨凍結」尾築ユリー 、J側鮮とメ編討

~る
しば熱ヽ

⊃、「原発・核燃からの撤退」「原発ゼロ」への合意形成
○ 聰。11」 後、下貫して「福島を繰り返すな」「原発再稼働やめよ」「原発なくせ」動 邁涯洛地で取り組まれ
る

〇運転差趾 めなどを求める裁判(聡。11」 宅禦勝1銀Dや刑序罰を求める裁半J、 事故の法的責任とイ嘱撃翻讚 を求める
裁判(全国で3αO力測 で取り組まれている。枷 も広がりつつある

○これらの原発運動と       、憲法朔謝慶諏渕睡動が相互に響きあいながら各地でい力ま継続させていくか
か大t刀

0、 福島県民に寄り添つて
中 に避難する子どもに対するいじめFnt

*メJu士会のが週奥
:可妍拗瀬讚 を小さくすること、帰還の促進を強く進めてきたこと、被害者の実帥 不ゞ十分なことなどの
融
:そんな中で、「多額の賠償金をもらっている」「なぜ帰らないの力、わがままだコという誤つた□猟 歪んだ
見加)シス られる

○本来、みんなが力を合わせて困難を乗り越え、被害をもたらした加害者である東電や政府などに解決を求めるのが
当たり前
*国嗣 士の対立が煽られ 不満や歪んだ見方から来るうつ憤が被書剖こ向けられているのではないか
*これら国民の連帯を阻むものを乗り越える協同・連帯・共助の運動の下層の前進が求められる

V、 原住連の主体形成

1)、      周年の「自己紹介」一一原発問題の基村薔象 師 ど
01987年12月 13日 、東京都新宿区市ヶ谷の「家の光ごルゝで開かれた原発問題住民運動全国連絡センタ‐懇談会で結
成

○ 明発嚇 に反対する」運動つ の原点
*思想信条の違いを超えて、           見の違いを超えて、だれもが共同できる運動

○ 原住連は全国的地域的な 砺統の危険に反対する」運動の推進と情報・経験を交流する場
○「原発の危険に反対する」運動論は「イコ剰鸞野∝連勝」をもたらす力に

*巻原発建設の是非をめぐる住民 投票佛藤保巻町 :1996T8月 4日 )

*柏崎刈測蔑磐く磁カイトベ〃躇価 の是非をめぐる住民投票彿刷識訂明琳寸:200r関月27日 )

*原発誘致の是非をめぐる住民投票(三重県海山町 :2001年11月 18日 )

○ 明発の日本」晦瀕 の制剣 ――砺議の 日本立地|

①技術上■型聯報耀錆簑劃」筋てきなじ制へ また放射腔物質の処理・処分の見通しがない危険
②経済上=原発のリスクや必要経費さえ計上しない危険kまた巨額投資の原発建設であればあるほ掛 鑑鱗椰 さ

れる総周莉耐卿ヒ浣険
火山・地震国の立地の危険

④胆劉トメ涸過椰書論≪逝接・集中]掛ヒ琥険
⑤行政上刊副祭雲範こもとづく原子力赫 嘲霰軒在のもとの立地の危険

*このうЮ 測埋鷲喝L(D<ひま日本固有のもの
○「原発の日本立地の      は国と電力会社の 動 、「経済神扉」との基本論争
○ 喘醍事故の対湘方止」獄 銹 ⊂汁て)と して取り組む
*米スリーマイル島(WI)原発事故(197叩 、旧ソ連チェルノブイリ原発事故(198びつを経て、国民監視網の強化に
よる日本での苛酷事蜘翁樹湘方I上枷 課題として取り組む

*原子炉の崩壊熱の除去のための機器冷却際の監視に重劇珈諏 り組む
:中部電力に対しては、浜岡 1、 2号欄に期然鈴高原海水導管が砂地盤上に支持されており、東海地震時に液状
化 の個険があるとして抜本対策を致 中部電力|よ 3号機噌調時に、3号機の沈砂池から岩盤中に連携トン
ネルを掘って 1、 2号機に繋ぐ連携トンネルエ事を実施 不思議なことに中部電力は、これを液状化対策とし
て未だに認めていない
:剰動 に対しては、チリ津波(1960Tlの医 弓|き潮が海抜「 8鷲 司 まで弓ルヽたことから、力 |11、 2号機の
申 の取水口に海水がとと渤ソ1いことを■翁象 ぅす策を要嚇t,謝扉B勺は3号欄鐸義知れこ、前 を
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「-lo.麻司 まで浚業する工事を実に 東日本大震災時に刻 |1原発が辛うじて津波を被らず、苛酷事故を回避
しえたの|よ この工事があったから

:東京電力に対して|よ チリ津波級で、福島第
二
、第二原発ともに機器冷却際の海水ポンプが津波を被るなど、

運用不能となる蜘 斗J明 したことを受け、2005年跳な 東京電力と粘り強く交晩 これは将来予測の話では
なく、現実にあったチリ津波への対処の問題で、指摘直後に対策を講ずるべき問題:東京電力|よ この指摘を
一貫して無視し、苛酷事故を招く。 暗碇外の津波高さ」どころな 現実の津波対策さえ講じなかつた東京電
力の責任は重大

○福島第→原碧封輿まこの六重の個食料→斡巧卿ゴヒ
○ 砺晩の危険l対 る」運動論は「原発・核燃からの範コ 砺溌ゼロ」運動でも有効

2)、 町伽 士コ 読者が住民運動を支える
○この間の「げんばつ」読者の増咸―二首都圏の読者の拡大が目立つ
*Rずんぱっ」

…

-197人
:J髄面 、議 、岩手1、 福部 、姉 、群部 、梯 、埼甍 0、 力韓 、神剌 IB2、 期 、細 、口 、
肌 2、 奈良1、 期 、広島1、 出

*Rずんぱつ」読者の減数-90人
:J能 、榊 、精 、勤 、福島16、 赫 、栃木1、 部 、細 、東京19、 欄 |に、静岡1、 四 、長
野1、 新潟1、 福井1、 コ 、澗 、期 、卿 、岡山1、 広島1、 山口1、 期 、佐賀1

*町ずんぱつ」南制動にたIよ刊 1鴨彰倒t葵委員の大奮闘
○目標を印力誦辞蹴大を

31、 チェルノブイリ原発事故から30年「ベラルーシ ヨウクライナの旅」報告書
○「ベラルーシ・ウクライナの胸  (201群円月28日～10月 6日 )の報告書『フクシマ参事を繰り返さないためl劃 の刊
行体の泉L2017`胃月28日初腕
*頒価1,000円
*8(Ю ttБ

*ガ嚇 市J

O積極的に普及を

41、 財政報告について
○      会(11月 18日 )はこの間の具利姫藝彗について、聯

―
lこ行われていることを確認したことを報告

*`エコ付け墜委婆勲会は事務局からの沢算毅害壽賀議す、堪弄義
*全国代表委員会は安部喧三会計監査委員の会計監査報告を受ける

5)、 スタッフの若返り閣喫緊の課題
(1,りt_11)

申し入れ

東粛動い ガ岬り|1智囁 殿

2017.11.20。

ンター

卿
凍鮮堵稽角代田区三聟潤フー11-13

電話 03巧215-0577

福島第■原発事故から648ヵ月を経過し、福島は「
― 」を迎えていま丸

福島の「避難指示区域」等があった12市町村のうち201γ円月1日 までに10市町村で「帰還宣言」(「り熟尉秘義型肉 を除
いて)が出されましたが、現在も10万人を超える人々が故郷に戻れないでいますじ事故直前、12市町村の避難区域に住んで
いた住民登録総数は147,475人で99,743ノuゞ戻れないでいま丸 67.“沫にものぼつていますLさ らに、国がいう「自主避難
者‖201%円月で支援を打ち切りられるまつ 万人を超えていましたが、その帰還者数は公表されておらず、実際には、こ
れらの人々を合わ也翔よ 11万人以上の人々が故畑燕 い¬0ヽま丸 空前絶後のみ義餅れ てヽいま丸
その背景には、国と東京電力が原発事故の加害責任を認めず、被災者 0被災地対策、事故収束対策に真摯に取り組んでい

ないことが指摘されま丸
国と東電は、このような問題の深刻さに正面から向き合うことを回避して、あろうことか 嘱島切り捨て」1衡舵を切つて

いま丸
それは、福島大参事を顧みもせず、下方的|      と「帰還宣言」することと合わせて、賠償等を打ち切つたこと

|●喘釣|し示されていま丸
また、原子力規制委員会は、新規制基準の適合性審査と1湖咄こ、原発事故を起こした東電の原子力事業者の「適格陶 を

問いながら、その審議経過にも反して■転 鵬 陛」を認めたことに示されていま丸
さらに、、東電が柏崎刈羽原発の再稼働口軸足を移したことに示されていま丸
私たち|よ この「転換」を断じ

｀
で計

"わ

けに|れ きヽません。
私たちは、国と東電が福島      に対する力囃 を率直に認め、根本的反省を行い、被災者・被災地対策、事故

収束対策などに真摯に取り組むことわ改めて要請しま丸


